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船舶事故調査報告書 

 

                              令和元年６月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 漕手死亡 

発生日時 不明（平成３０年４月５日 ０９時００分ごろ～４月１０日 １４時

５５分ごろの間） 

発生場所 不明（静岡県南伊豆町妻
め

良
ら

漁港沖～静岡県伊豆市小下田
こ し も だ

の海岸付近の

間） 

事故の概要  シーカヤック（船名なし）は、漕手２名が落水して死亡した。 

事故調査の経過  平成３０年４月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

シーカヤック （船名なし）、総トン数なし（本体重量３９.０kg） 

 なし、個人所有 

 ６.００ｍ×０.８４ｍ×０.４６ｍ、アルミ及び高密度ポリエチレ

ン製の骨材、ポリテック（デッキ）、デュラテック（ハル）の防水

布等 

 機関なし、不詳 

 乗組員等に関する情報 漕手Ａ 男性 ６１歳 

漕手Ｂ 男性 ５２歳 

 死傷者等 死亡 ２人（漕手Ａ及び漕手Ｂ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ 

妻良漁港沖の南東方約１０kmに位置する石廊
い ろ う

埼特別地域気象観測所

の５日における観測値は、次のとおりであった。 

時刻 

（時:分） 

気温 

（℃） 

平 均 最大瞬間 

風向 
風速 

(m/s) 
風向 

風速 

(m/s) 

09:00 15.1 東北東 13.9 東 18.3 

10:00 14.8 東北東 13.0 東北東 16.8 

11:00 14.3 東北東 12.7 東 16.6 

12:00 14.6 東北東 13.1 東北東 17.3 

13:00 14.8 東北東  9.7 東北東 15.2 
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14:00 14.1 東北東  9.5 東 15.4 

15:00 13.8 東北東  7.6 東北東 11.6 

16:00 13.7 東北東  7.4 東北東 12.1 

17:00 13.5 東北東  5.8 東北東 10.0 

18:00 14.2 東北東  5.5 東北東  9.6 

海象：波高 約１.２ｍ、水温 約１７℃ 

南伊豆町には、４月４日１２時５８分に強風波浪注意報が発表さ

れ、５日１６時２９分に解除された。 

 事故の経過  本船は、漕手Ａ及び漕手Ｂが乗り、石廊埼までを往復して漕走する

目的で、平成３０年４月５日０９時００分ごろ、妻良漁港子
こ

浦
うら

地区の

海岸を出発し、静岡県石廊埼に向かった。 

 海上保安庁は、１８時０２分ごろ、漕手Ａ及び漕手Ｂの友人から、

帰着予定時刻を５～６時間過ぎても戻って来ない旨の１１８番通報に

より救助要請を受けて巡視船、固定翼航空機等を現場に向かわせ、石

廊埼から南伊豆町波
は

勝
がち

岬までの海域の捜索を行った。 

漕手Ａは、８日０５時３５分ごろ、静岡県沼津市千本
せんぼん

郷
ごう

林
りん

（若山
わかやま

牧水
ぼくすい

記念館南西方約６０ｍ）の海岸に遺体で漂着しているところを、

通行中の男性により発見され、司法解剖の結果、死因は溺死であり、

死亡推定時刻は、４月５日１０時ごろと検案された。 

本船は、１０日１４時５５分ごろ、漁船をチャーターして捜索中の

家族により、伊豆市小下田の海岸に無人で漂着しているのが発見され

た。 

漕手Ｂは、５月２３日０１時５８分ごろ、沼津市千本沖を遺体で漂

流しているところを、まき網漁をしていた漁師により発見され、司法

解剖の結果、死因は溺死の疑いであり、死亡推定時刻は４月上旬ごろ

と検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船（船首側）、写真２ 

本船（左舷側） 参照） 

 その他の事項 漕手Ａは、シーカヤックの経験が約１０年以上あり、最近では１年

に約５～６回程度本船に乗っており、平成２９年４月、今回と同様

に、妻良漁港子浦地区の海岸を出発して、石廊埼を往復するツーリン

グを行った際、風が強くて引き返したことがあった。 

 漕手Ｂは、これまでに約２～３回程度本船に乗ったことがあった。 

漕手Ａの親族によれば、漕手Ａ及び漕手Ｂの健康状態は良好である

ように見えた。 

本船は、船体に衝突の痕跡は見られなかった。 

海岸に漂着した本船の周囲には、漕手Ａと漕手Ｂのものと思われる

衣類、付属品、食料品等があった。 

漕手Ａは、フリース、ズボン等を着用し、救命胴衣を着用してい

た。 
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漕手Ｂは、上下揃いのウェットスーツ用のラッシュガードを着用

し、救命胴衣を着用していた。 

漕手Ａの携帯電話は、防水手段については不明であり、発見されて

いない。 

漕手Ｂが所持していた防水パック入りの携帯電話１台が本船と一緒

に伊豆市小下田の海岸に漂着しているのが発見された。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

あり 

 漕手Ａは、溺死した。 

漕手Ｂは、溺死の疑いと検案された。 

本船は、４月５日の０９時００分ごろ妻良漁港子浦地区の海岸を出

発し、１０日１４時５５分ごろ伊豆市小下田の海岸に無人で漂着して

いるのが発見されたことから、この間において、漕手Ａ及び漕手Ｂが

落水したものと考えられる。 

 漕手Ａ及び漕手Ｂは、本船が妻良漁港沖において、出発当時、約１

３.９m/s の東北東風が吹き、出発後、波高が約１.２ｍの波を受けて

落水し、溺死又は溺死の疑いに至った可能性があると考えられるが、

目撃者がいないことから、それらの状況を明らかにすることはできな

かった。 

原因  本事故は、本船が、妻良漁港子浦地区の海岸を出発した後、妻良漁

港沖において、漕手Ａ及び漕手Ｂが落水して溺水したことにより発生

したものと考えられる。 

再発防止策 

 

今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・最新の気象海象情報を正確に判断し、風や波の状況に少しでも不

安があれば出発を見合わせること。 

・防水型携帯電話等を常に携帯し、落水した際の連絡手段を確保し 

ておくこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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写真１ 本船（船首側） 

 
 

 

写真２ 本船（左舷側） 

 

 

 

 

 

 

 

 


